
死亡届を受け取る場合の諸注意 
 
◎必要書類 
    死亡届   １通 
 
◎確認事項 

１．死亡診断書（死亡届の右半分）に証明者（医師など）の住所と署名または、記名及び押印がある

か確認。 
※医師の自筆の署名があれば、押印がなくても受領可能 

 
２．届出人欄は、親族以外の者が持参した場合でも、死亡した者の親族が健在であればその親族の者

を届出人として記入してもらう。 
 

３．届出人の署名があるか（押印の義務は無いが、任意の押印は可能）。 
 

４．国勢調査のある年の４月１日から翌年３月 31 日の間に死亡した者については、その者の職業及

び産業を記入してもらう。

 
５．死体火葬許可証を交付する。 

死亡届及び死亡診断書をもとに（火葬場については尋ねて）記入する。 
死因が一類感染症等に含まれないか確認のうえ、○をつける。 
住所や本籍地などが太子町外の場合、帳簿等では真偽を確認できないので、死亡届に記載の内容

をそのまま転記する。 
 
死体火葬許可証は必ず記載内容に誤記の無いようにする事。 
記載内容に誤りのある火葬許可証を交付してしまうと、火葬できないので注意すること。 

（死亡した方の親族に迷惑をかけてしまいます。） 

死体火葬許可証の交付は１通しか交付できないので紛失しないように伝えておく。 
※町長が長期出張などの期間は職務代理者（副町長）の公印の許可証を交付する。この場合は事

前に連絡します。 
 

６．喪主・通夜、告別式等について 
「死亡届に来られたみなさまへ」の上半分を記入してもらう。 
なお、「すべての問い合わせに回答する」に○をした人は、下半分の表にも記入してもらう。 
 

７．連絡先を必ず聞く。 
 

 
 







 

 

 



「すべての問い合わせに回答する」を選択した人だけ

が記入します。

全員が記入します


